
○県章および県旗を定める告示  

昭和四十二年十一月二十二日  

岡山県告示第八百八十三号  

 

岡山県の県章および県旗を次のように定める。  

 

 

県章  

 

 

 

 

県旗  

 

県旗の地色はナス紺色とし、県章を金色とする。  

ただし、略式の場合は、県章を白抜きとする。また、県章の下部に「岡山県」の文字を入れてもよい。  
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